
番号 業者名 所在地

1 株式会社立芝 広島市中区楠木町二丁目4番3号

2 株式会社新星工業社 広島市南区宇品海岸三丁目8番60号

3 株式会社ハイエレコン 広島市西区草津新町一丁目21番35号

4 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9番12号

5 株式会社ソルコム 広島市中区南千田東町2番32号

6 西日本電信電話株式会社 大阪市都島区東野田町四丁目15番82号

指名除外期間

令和4年10月21日から

令和5年2月20日まで（4カ月）

令和4年10月21日から

令和5年2月20日まで（4カ月）

令和4年10月21日から

令和5年2月20日まで（4カ月）

令和4年10月21日から

令和5年2月20日まで（4カ月）

令和4年10月21日から

令和5年2月20日まで（4カ月）

令和4年10月21日から

令和4年12月20日まで（2カ月）

独占禁止法違反行為

独占禁止法違反行為

指名除外一覧

指名除外の事由

独占禁止法違反行為

独占禁止法違反行為

独占禁止法違反行為

独占禁止法違反行為


